
 

令和８年度マイナンバーカード出張訪問による交付申請受付支援等 

企画・運営業務委託事業者選定会議開催要綱 

 

（趣旨） 

第１条 大阪市市民局が主管するマイナンバーカード出張訪問による交付申請受付支援等に

かかる企画・運営業務委託（以下「業務委託」という。）において、公募型プロポーザル

方式により実施事業者を選定するにあたり、客観的で公平な実施事業者選定を行うことに

よって透明性・公正性を確保するため、「令和８年度マイナンバーカード出張訪問による

交付申請受付支援等企画・運営業務委託事業者選定会議」（以下「選定会議」という。）

を開催する。 

 

（選定会議の構成） 

第２条 選定会議の構成員は３名以上とし、市長が認める次に掲げる有識者のうちから市長

が委嘱する。 

⑴ 労務管理の専門家 

⑵ 福祉施策に関する分野に造詣が深い有識者 

⑶ 広報に関する分野に造詣が深い有識者 

⑷ 経営学や経済学、事業会計などに関する分野に造詣が深い専門家若しくは有識者 

⑸ その他、市長が必要と認めた者 

 

（座長） 

第３条 選定会議に座長を置き、構成員の互選によりこれを定める。 

２ 座長は、選定会議を代表し、会議の議事を進行する。 

３ 座長に事故があるときには、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を代理する。 

 

（選定会議） 

第４条 選定会議は、必要に応じ随時開催する。 

２ 選定会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。 

３ 座長が必要と認めるときは、選定会議をウェブ会議の方法（インターネットを通じて、

委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。）

により開催するものとする。 

４ 前項に定めるもののほか、選定会議の委員は、座長の承認を得て、ウェブ会議の方法で

選定会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法に

よる選定会議への参加をもって選定会議に出席したものとみなすものとする。 

５ 選定会議は、非公開とする。 

 

（調査・審議事項） 

第５条 選定会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 



 

⑴ 実施事業者の選定方法及び選定基準に関する事項 

⑵ 実施事業者になろうとする者から提案された業務委託に係る企画提案内容に関する事

項 

⑶ その他実施事業者の選定に必要な事項 

 

 

（開催期間） 

第６条 選定会議の開催期間は、業務委託の契約締結日までとする。 

 

（守秘義務） 

第７条 構成員は、選定会議の職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。 

２ 構成員は、選定が終わるまでの間は、関係事業者等と直接関わりを持たないよう努めな

ければならない。 

 

（庶務） 

第８条 選定会議の庶務は、市民局総務部住民情報担当において行う。 

 

（施行の細目） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年２月４日から施行する。 

（要綱の廃止） 

２ この要綱は、業務委託の契約締結日をもって廃止するものとする。ただし、第７条第１項

の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 


